
1 

（Ⅱ-2） 

 

令和６年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

(地域医療基盤開発推進研究事業) 

 

作業療法士の生涯活躍できる環境の整備のための研究 
 

分担研究報告書（令和６年度） 

 

研究分担者 大庭 潤平（神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 教授） 

研究協力団体 一般社団法人日本作業療法士協会 

 

 

 
 

研究要旨 

我が国の総人口は、⾧期の人口減少過程に入っており、医療やリハビリテーションの需要やそのニー

ズも変化するものと考えられる。一方、医療等サービスに対する需要の多様化は今後益々高まることが

示唆され、作業療法士が生涯にわたって活躍できる環境を整備することが重要であり喫緊の課題といえ

る。そこで、本研究は、作業療法士の生涯活躍できる環境の整備を目的に作業療法士が活躍できる場を

探索的に検討することとした。方法は、アンケートによる調査研究とし、調査対象を日本作業療法士協

会の会員のうち、メールアドレスを登録している者 56,694 名とした。結果、有効回答数は 2,240 件（有

効回答率 3.95％）で、「こどもとこどものいる場への支援」、「労働者のメンタルヘルス」、「高等教育に

おける障害のある学生」、「その他（一般企業等への勤務、協働）」の領域が抽出された。これらの領域

は、作業療法との親和性があり、作業療法の歴史的背景からも作業療法の提供や作業療法士の活動する

場として需要が推察できる場であると考えられる。すでに、作業療法士は、医療、保健、福祉、教育、

職業などの領域で活動しているため、今回抽出された領域においても作業療法士の活躍の可能性やその

対象者の健康や福祉、自立生活等への貢献が期待できると考える。今後は、抽出された領域で活躍する

作業療法士を個別的に調査することで、具体的な活動内容やその課題について検討することが必要であ

る。 
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Ａ．研究目的 

【背景】 

近年の日本の人口推計の出発点である令和２

(2020)年の日本の総人口は同年の国勢調査によ

れば 1 億 2,615 万人であった。国立社会保障・人

口問題研究所によれば、我が国の総人口は、⾧期

の人口減少過程に入っており、2045 年の 1 億 880

万人を経て、2056 年には 1 億人を割って 9,965 万

人となり、2070 年には 8,700 万人になるものと推

計されている１）。 

医療やリハビリテーションの需要は、人口推計

や人口構成の影響を大きく受け、そのニーズも変

化するものと考えられる。医療関係職種等の今後

の供給状況においては職種毎に差はあるものの

各職種の養成施設数の増加に伴い右肩上がりと

なっており、人口構成の推移を考慮すれば、一部

の医療関連職種で近い将来に需要を供給が超過

することが容易に推察される。また、職業選択の

自由という考えがあることを考えると、供給は政

策的に抑制することが難しい現状にあり、供給過

多にある職種の業を本来業務とし、これまでに就

職していた医療施設等への就職が困難になる学

生が増大することも懸念される。 

我が国における作業療法士の有資格者数は、

2025 年 3 月 1 日現在で 118,471 名（過去の国家

試験合格者数を単純に累計した数）で、その多く

は病院や診療所等の医療関連施設に勤務してい

る。また、作業療法士の働く場は、介護保険領域

や障害福祉領域への広がりもあり、現在では様々

な場で作業療法士が働くことが見受けられてい

る。他方、作業療法士の養成施設数は、2025 年 3

月 1 日現在で 204 校（207 課程）、入学定員 7,625

名であり、これら増加した養成施設数に対し、入

学定員割れが深刻となってきている傾向にある。

しかしながら、医療等サービスに対する需要の多

様化は今後益々高まることが示唆され、作業療法

士の養成数は、多様なニーズに応えるべく、その

需要に合わせた適正養成数（入学者定員数）とな

るよう注力する必要が出てくると考えられる。  

一般社団法人日本作業療法士協会の定める作

業療法の定義には、「作業療法は、人々の健康と幸

福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、

職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた

治療、指導、援助である。作業とは、対象となる

人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指す。」

とある。作業療法の対象は、心身に障害があった

り、またその恐れがあったり、環境や人間関係に

問題があったりすることで、生活や社会生活の困

難さを感じているこどもから高齢者まで幅広い

年代の人々である。そのため、作業療法士の専門

性は多様化する国民のニーズに対応できるため、

その職域の拡大を検討し、さらなる充実を目指さ

なければならないと考える。そのためには、医療

従事者等が生涯にわたって活躍できる環境を整

備することが重要であり喫緊の課題といえる。 

 

【目的】 

本研究は、作業療法士の生涯活躍できる環境の

整備を目的に、日本作業療法士協会に所属する会

員を対象にアンケートを行い、医療施設等以外で

の作業療法士としての活動状況を調査し、今後作

業療法士が活躍できる場を探索的に検討するこ

とである。 

 

Ｂ．研究方法 

１．対象 

2024 年 10 月 1 日現在、日本作業療法士協会の

会員 62,821 名のうち、会員管理システム上にメ

ー ル ア ド レ ス を 登 録 し て い る 全 作 業 療 法 士

56,694 名とした。 
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２．研究デザイン 

アンケートによる調査研究とした。作業療法士

における職域の実態を把握するための調査票（以

下、調査票）をメールで送信し、Google フォーム

で回答する WEB アンケートとした。回答期間は

2024 年 10 月 28 日～11 月 17 日の間とした。な

お、調査票などの送付資料は巻末資料に添付した。 

３．調査内容 

調査票の設問は 22 問で、項目は属性および表

1 に示した主とする就労先や主とする就労先以外

における現在の就労環境とした。 

４．分析 

量的データは単純集計した。また一部にクロス

集計表を作成した。記述的データは個別的かつ具

体的に分析し、特徴や共通課題などを抽出した。 

その後、調査結果を基に、他職種や行政と協力

しながら作業療法士の知識技術を発揮して事業

を展開している領域を抽出し、職域拡大や生涯活

躍できる場への新規参入に資する方策を検討し

た。 

５．倫理的配慮 

WEB アンケートは無記名で行い、回答をもっ

て同意とみなした。個人が特定できないよう配慮

した。得られたデータは厳重に管理した。 

 

Ｃ．研究結果 

１．有効回答数 

WEB アンケートは 56,694 名にメール送信し

2,240 名より回答を得た。全てが有効回答であり、

有効回答数は 2,240 件、有効回答率 3.95％であっ

た。 

２．属性情報 

年齢、性別、最終学歴、最終学位、国家資格取

得からの経過年数は、図 1 のとおりであった。 

３．項目別集計結果 

 主とする就労先および主とする就労先以外で

の業務内容（複数回答可）（表 2）では、いずれに

おいても治療が最も回答数が多く、対象者の年齢

層（複数回答可）（表 3）は老年期が最も多かった。

主とする就労先および主とする就労先以外のそ

れぞれにおいて、対象者の年齢層をこども（①乳

児期 and/or②幼児期 and/or③学童期を選択）と

青年・壮年期（④青年期 and/or⑤壮年期を選択）、

老年期（⑥老年期のみを選択）に分類した。上記

3 分類における業務内容に関して、治療、治療以

外（指導・介入、教育、出席・助言、その他を選

択、複数回答あり）、治療と治療以外を選択した回

答人数を表 4 に示す。対象者の容態（表 5）とそ

の内訳（表 6）では、①傷病者または障害者およ

び②要介護者が主であったが、③①、②以外の対

象者も一定数みられた。主とする就労先および主

とする就労先以外での活動内容について、記載例

に挙げられていた作業療法士の現場業務、リハビ

リテーション部門の管理業務、地域支援事業、介

護予防教室、会議への出席以外の内容の一部を抜

粋し、表 7 に記載した。 

 現状について 5 段階（1：不満～5：満足）で聴

取した結果を、主とする就労先を図 2、主とする

就労先以外を図 3 に示す。現在の職務内容に国家

資格は活かされているかという設問の回答を表 8

に示した。主とする就業先、主とする就業先以外

のいずれにおいても a）十分に活用されている、

b）ある程度活用されているという回答が 8 割を

超えた。 

対 象 者 の 容 態 に て ① 傷 病 者 ま た は 障 害 者

and/or②要介護者を選択した群と③①、②以外の

対象者を選択した群において、現状と国家資格が

活かされているかという設問についてクロス集

計をした。その結果を図 4～9 に示す。国家資格

は活かされているかという設問において、a）十分
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に活用されている、b）ある程度活用されていると

いう回答は、主とする就業先で①傷病者または障

害者 and/or②要介護者を選択した群では 89.6％、

③①、②以外の対象者を選択した群では 87.0％で

あった。主とする就業先以外では、①傷病者また

は障害者 and/or②要介護者を選択した群では

89.1％、③①、②以外の対象者を選択した群では

82.1％であった。 

以上の結果から、こどもとこどものいる場への

支援、労働者のメンタルヘルス、高等教育におけ

る障害のある学生、その他（一般企業等への勤務、

協働）について考察する。 

 

Ｄ．考察  

1．こどもとこどものいる場への支援 

１）作業療法との親和性 

障害のあるこどもと保護者や関係者の支援は

日本に作業療法士が誕生した時点から作業療法

の範疇であり、⾧年にわたり知見も蓄積されてい

る。特に児童福祉領域で取り組まれてきた、親子

関係、日常生活、遊び、集団等を通した発達の基

礎づくり、様々な生活体験を通じた生きる力に結

びつく基礎的・基本的な知識・技能の習得、就労、

地域生活につなげる支援は、関与する場に関わら

ず活かすことのできるものと考える。 

日本作業療法士協会が 2022 年に実施した障害

福祉領域における作業療法（士）の実態調査 2）に

おいて、児童福祉領域では、所属する施設におい

て他職種から作業療法士は、基本的能力の維持・

向上、アセスメント・評価、活動プログラムの提

案、助言を期待されていると感じており、作業療

法士自身は、遊びの場面での遊具の使用や対人技

能、学習の場面での姿勢や文房具の扱い方、目と

手の協調性などといった活動分析・作業分析がで

きる、作業を用いて多様なアプローチが展開でき

る、アセスメント・評価から支援プログラムを作

成できる、疾患・障害についての医学的知識があ

ることを他職種と比べて作業療法士の強みと感

じている。 

２）背景 

障害児通所支援については、平成 24 年４月の

改正児童福祉法の施行により、児童発達支援や放

課後等デイサービス等が創設され、その後約 10 

年で児童発達支援や放課後等デイサービスの事

業所数、利用者数は平成 26 年から令和元年まで

で約 2.3 倍と飛躍的に増加した。 

文部科学省が令和 4 年に行った通常の学級に在

籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒

に関する調査では、「学習面又は行動面で著しい

困難を示す」 とされた児童生徒数は小中学校で

8.8%、高校では 2.2%であり、単純比較はできな

いものの 10 年前（2012 年）の 6.5%より 2.3 ポイ

ント増加している。 

学童期で支援を必要とする児童の増加もあり、

こども家庭庁では、社会性や行動の特徴が顕著に

なる 5 歳児で発達障害のスクリーニングを行い、

特別な配慮が必要な児に対して早期介入を実施

することを目的に 5 歳児健診を補助事業とし、関

与する職種として作業療法士も含まれている。 

３）現状 

本調査結果の表３対象者の年齢層は、乳児期

196（8.8％）、幼児期 334（14.9%）、学童期 440

（19.6%）となっている。うち、表４業務内容と

対象者の年齢層業務内容で乳幼児期、幼児期、学

童期のみを選択した者（対象がこどものみ）126 件

のうち、治療以外（治療を選択していない）が 56

件となっている。間接的対応や人材育成などがそ

の業務内容と推測され、その他として具体的に、

健診後の遊び教室の運営、フォローアップ教室、

保育園幼稚園巡回、小学校補助業務、不登校の児
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童の居場所支援、教員の指導・相談対応といった

ものが挙げられている。 

主の就労先では、作業療法士の配置・加算要件

のある障害児通所支援施設・事業所以外にも、特

別支援学校、小学校、保育所、他に分類されない

教育、学習支援業を主の就労先としている者がい

る。 

2023 年度日本作業療法士協会会員統計資料に

おいて、自治体活動への参画状況については、都

道府県・市区町村の特別支援教育に関与している

者は 506 名、都道府県・市区町村の障害児・者の

支援事業や子育て支援事業等に関わっている者

は 534 名となっている。2020 年度ではそれぞれ

304 名、348 名であったため、この数年でも増加

していることがうかがえる。 

４）作業療法士の活躍の可能性／考え得る成果 

障害のあるこどもだけではなく、すべてのこど

もの健やかな育ちのために作業療法士の支援が

寄与できる可能性は大きい。障害のあるこどもに

限らない支援の例としては、岐阜県飛騨市では学

校に作業療法室を設置し、こども自身が主体的に

悩みを解決できるようになるための取り組みを

行い、自立して生きる力を育んでいる。多様化す

る学校教育の課題に対して、教員ではない専門性

をもつ作業療法士が活用されることで教員がク

ラス指導により多くの時間を確保できるように

なる後方支援としての効果もある。また、健診事

業においては、企画からスクリーニング、フォロ

ーアップまで関わることができる。 

障害のあるこどもを対象とする児童福祉領域

以外にもすべてのこどもに対する作業療法士の

支援ニーズは高まっているが、全体のなかではこ

どもを専門分野とする作業療法士は少数である。

評価・検査も含め発達、発達支援に関する養成教

育の充実や、学校や地域を理解するための実践者

教育、健診に携わるためのスクリーニングの技術

の補完などが必要と考えられる。 

 

2．労働者のメンタルヘルスと働く場への支援 

１）作業療法との親和性 

精神疾患に対しては、作業療法士は急性期から

退院後の復職支援、再発予防まで、医療機関や障

害福祉サービスを通して関わり、その実践の有効

性が認められ、障害者の就労支援に関しては、平

成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定において

就労移行支援の福祉専門職員配置等加算で作業

療法士の職名記載がなされている。また、労働者

が罹患する精神疾患のひとつであるうつ病に関

しては、日本うつ病学会からうつ病治療ガイドラ

イン－精神科作業療法－が示されている。 

２）背景 

人々が働く場では、健康診断に基づく健康管理

やメンタルヘルス対策をはじめとして、労働者の

健康確保に向けた様々な取組が行われてきたが、

近年では、厳しい経営環境の中でも、労働者の健

康確保や疾病・障害を抱える労働者の活用に関す

る取組が、健康経営やワーク・ライフ・バランス、

ダイバーシティ推進、といった観点からも推進さ

れている。 

３）現状 

労働者のメンタルヘルス支援、働く場への支援

はその言葉のとおり就労の現場において行われ、

その業務に特化した施設・事業所があるわけでは

ないため、主たる就労先としては選択肢がないが、

表７活動内容では、産業精神保健に関する外部

EAP（Employee Assistance Program：従業員支援

プログラム）業務、産業保健センターとの連携・

相談、産業保健総合支援センターでの講師といっ

た記載が見られた。実態としても、障害者雇用を

行う企業に所属し、障害のある社員の支援を行う
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なかで、一般社員も含めた企業全体の健康経営に

も関与することになったケース、個人事業主とし

て障害の有無にかかわらず就業者に対してカウ

ンセリング事業等を行っているケース、自ら起業

し企業の健康経営の支援を行うケース、精神科病

院に地域の企業からメンタルヘルス対策の相談

があり講演等を作業療法士が担うケースなどが

散見される。また、近年の学会発表では、職業病

解決への介入報告、職域におけるアルコール関連

問題に関する調査・介入報告、労働災害事故発生

の一次予防策考案のための調査研究など当該領

域に関するものがみられている４～10）。 

４）作業療法士の活躍の可能性／考え得る成果 

精神疾患に関しては、作業療法士は二次予防、

三次予防に関わってきており、その経験から労働

者のうつ病を含む精神的不調の防止にも寄与で

きるものと考える。三次予防への関与を足掛かり

として働く場への関与を拡大し、労働者のメンタ

ルヘルスへの作業療法士関与の効果検証により

その効果を提示すること、関連学会や産業界に対

してメンタルヘルスへ作業療法士が寄与できる

ことの発信をとおして、企業による作業療法士の

雇用が推進されること、医療や福祉の業務の一環

として企業へのメンタルヘルス支援が実施でき

るようになることが期待される。 

 

３．高等教育における障害のある学生への作業療

法士の支援 

１）作業療法との親和性 

作業療法士は医療機関や児童福祉サービス等

において、乳・幼児期、学童期、思春期における

身体に障害を呈している児童（肢体不自由）や発

達障害を有する児童の支援、精神障害を呈した青

年期の支援を行ってきている。高等教育機関であ

る大学という場においても、身体障害、知的障害、

精神障害（発達障害を含む）を有する学生が大学

生活において直面する様々な障壁に対し、学生

個々のニーズに応じた心身機能や学習、知識の応

用などの活動の評価や、他職種との連携を通じ、

物理的環境の調整、人的支援、制度的環境の整備

に対して作業療法士の知識や経験を活かすこと

ができる。 

２）背景 

我が国の高等教育段階においては、障害のある

学生の在籍者数が急増しており 11）、今まで以上に、

障害のある学生の受入れや修学支援体制の整備

が急務となっている。また、令和 6（2024）年 4

月 1 日の「改正障害者差別解消法」施行に伴い、

障害のある学生も合理的配慮注）の提供が法的義務

となっている。 
注）「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべて

の人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保

するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の

場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失し

た又は過度の負担を課さないものをいう。（障害者権利条

約第 2 条定義） 

３）現状 

本調査結果の表７活動内容の記述によれば、主

とする就労先では、障害のある児童、保護者、特

別支援学校への相談支援から大学等での障害理

解を目的とした教育業務への支援まで、幅広い活

動が行われている。主とする就労先以外では、大

学や専門学校の相談室業務に従事する者も存在

する。また、令和 5（2023）年度に日本学生機構

が実施した「大学、短期大学及び高等専門学校に

おける障害のある学生の修学支援に関する実態

調査」12)において、令和 5 年 5 月 1 日時点の障害

学生数は 58,141 人であり、前年度から 8,469 人

増加している。また、障害学生在籍率は 1.79％で

あり、前年度から 0.26 ポイント増加している。同

じく日本学生機構が発行する「障害のある学生へ
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の支援・配慮事例集」13）では、精神障害（高次脳

機能障害）をもつ学生の就職支援や身体障害のあ

る学生に適応可能な授業机の設置など、学生のニ

ーズに対応するため作業療法士による助言が掲

載されている。 

４）作業療法士の活躍の可能性／考え得る成果 

大学等に入学を希望する者および在籍する障

害のある学生 14）15）に対して、作業療法士による

合理的配慮の提供を支援することは、社会的障壁

を除去する手段として重要である。この取り組み

は、障害者基本計画（第 5 次）16）に基づき、高等

教育における障害学生支援の推進に寄与するも

のである。 

具体的には、作業療法士を大学等の学生支援セ

ンターに配置し、障害のある学生に直接的な支援

を提供する場を設けることが重要である。加えて、

医療機関に従事する作業療法士との連携を確立

することにより、合理的配慮を提供するための支

援体制を構築することが求められる。また、障害

のある学生に対して適切な支援を行うためには、

研修を通じて作業療法士の専門性をさらに高め

ること、および支援方法を広く普及させることが

必要である。 

 

４．その他（一般企業等への勤務、協働） 

１）作業療法との親和性 

2010 年のチーム医療の推進 17）において、「作業

療法」に含まれるとされた業務には、移動、食事、

排泄、入浴等の日常生活動作の訓練、家事や外出

の訓練、職業関連活動の訓練、福祉用具の使用に

関する訓練、退院後の住環境への適応訓練、発達

障害および高次脳機能障害に対するリハビリテ

ーションが含まれる。 

作業療法は医学的リハビリテーションの治療

技術の一つであるが、対象者の心身機能の障害を

改善・軽減するだけでなく、国際生活機能分類

（ International Classification of Functioning, 

Disability and Health；ICF）でいう生活機能を包

括的に捉えている。また、生活機能に影響を与え

る要素である、家庭や職場などの個人にとって身

近な環境、社会的なコミュニティや構造、公的サ

ービスなどの環境因子と対象者の経験、役割、価

値観などの個人特性（個人因子）も包括的に捉え

る必要性がある。これらの技術は、社会保障と密

接に関連する一般企業、福祉用具や支援機器の開

発分野においても、その専門性を活かし、適切な

ニーズに応えることが可能である。 

２）背景 

2017 年に制定された「地域包括ケアシステムの

強化のための介護保険法等の一部を改正する法

律」では、「地域包括ケアシステムの深化・推進」

が掲げられている。また、地域共生社会との連携

を通じて、高齢者やこども、身体障害、知的障害

などの対象者ごとに制度化されてきた各サービ

スを、それぞれの地域の実情に基づいて一体化す

る方策へと深化している。 

作業療法士の活動領域は、医療、保健、福祉、

教育、介護、その他に大別される。特に医療機関

で働く作業療法士の数が最も多いが、高齢化社会

への対応として介護領域で働く作業療法士が増

加している。また、国が目指す「共生社会の実現」

に対応するため、障害福祉、教育、職業領域で活

動する作業療法士も増加傾向にある。さらに、社

会の変化や一般企業の新たなニーズに応じて、作

業療法士が企業で就職する事例もあり作業療法

士の活躍の場は多様化し、その広がりをみせてい

る。 

３）現状 

本調査結果の表７の記述によれば、作業療法士

は、不登校児童の居場所事業所での見守り支援、
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障害者雇用を行う企業への支援、福祉用具の販

売・貸与、介護ロボットの普及・導入支援、企業

コンサルティング、自動車学校での障害者向け教

習業務など、多様な活動を展開している。また、

主な就労先以外では、地域での親子ふれあい活動、

運動遊び教室、口育講座、スクールカウンセリン

グ、障害予防指導、高齢受刑者の身体機能維持、

受刑者への教育支援、作業能力評価など、幅広い

分野での取り組みが確認されている。さらに、日

本作業療法士協会の「作業療法白書 2021」18）に

よると、福祉用具貸与・販売 11 人、教育委員会

11 人、研究機関 22 人、リハ関連企業 52 人、一般

企業 57 人が、それぞれの分野で作業療法士の専

門性を活かした活動を行っていることが報告さ

れている。 

４）作業療法士の活躍の可能性／考え得る成果 

法律上の配置義務はないものの、作業療法士は

人々の健康増進や障害者の社会参加促進を支援

する専門家であり、一般企業との連携においてそ

の能力を発揮している。公的保険外での作業療法

士による支援は、医療・介護・福祉サービスを補

完する役割を担い、企業がその専門性を活用する

ことで新たなサービスの創出が期待される。この

取り組みは、障害者の社会参加を促進し、新たな

市場を開拓するとともに、国民の健康状態の改善

を通じて社会保障費の抑制に貢献する可能性を

有している。 

特に、福祉用具やニーズに基づいた自立・介護

支援機器等の開発や社会実装においては、機器が

適応する対象者の状態像の明確化、有用性を示す

ためのデータ収集方法や手続き、そして人を対象

とした研究倫理への配慮が不可欠である。作業療

法士はこれらの領域において専門的な知識と経

験を有しており、企業やコーディネーター等のチ

ームへの参加が求められている。 

作業療法は医学的リハビリテーションの重要な

技術であるが、社会的・職業的リハビリテーショ

ンの分野においても、その専門性を体系的に活用

できる枠組みの構築が喫緊の課題である。 

 

Ｅ．結論 

今回の調査で、作業療法士の活躍できることが

期待される場として、「こどもとこどものいる場

への支援」、「労働者のメンタルヘルス」、「高等教

育における障害のある学生」、「その他（一般企業

等への勤務、協働）」の領域があげられた。これら

の領域は、作業療法との親和性として、心身に障

害のある者やその恐れのある者が対象とされ、活

動や参加の獲得を行うことで、自分らしく人生を

豊かに送ることが可能となる点であった。また、

作業療法の歴史的背景として精神領域に源流が

あり、心と身体を同時に同程度に重要視するとい

う作業療法の特徴から、これらの領域においても

作業療法の提供や作業療法士の活躍する場とし

ての需要が推察できた。すでに、作業療法士は、

医療、保健、福祉、教育、職業などの多様な領域

で活動しているため、今回抽出された領域におい

ても作業療法士の活躍の可能性やその対象者の

健康や福祉、自立生活等に貢献できることが期待

できると考える。今後は、これらの領域で先駆的

に活躍する作業療法士を個別的に調査すること

で、具体的な活動内容やその課題について検討す

ることが必要である。 

 

Ｆ．健康危険情報 なし  

Ｇ．研究発表 なし 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 (予定を含む)  

1. 特許取得 なし  
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2. 実用新案登録 なし  

3. その他 なし  
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表 1 アンケート調査項目 

1．回答者属性情報 年齢、性別、最終学歴、最終学位、国家資格取得からの経過年数 

2．主とする就労先／主とする就労先以外における、現在の就労環境について 

１）就労先の環境  

 （選択・記述式） 

就労先の業態、現在の業務内容とその対象者 （性別、年齢層、容態、活動内

容）、勤務先の所在都道府県、勤務先での職種、勤務先における役職 

２）就労先の満足度 

（5 件法）  

給与・福利厚生、労働時間、職場の雰囲気・人間関係、職業の安定性、仕事

の内容・やりがい、仕事上での裁量権、入職時の教育体制、昇進後の教育体

制、職能を高める教育体制 

３）現在の職務内容が職能としての経歴・経験になるか（5 件法） 

４）現在の職務内容について今後も転職せずに働き続けようと思えるか（5 件法） 

 

 

図 1-1 属性情報 年齢 

 
 

図 1-2 属性情報 性別 
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図 1-3 属性情報 最終学歴 

 
 

図 1-4 属性情報 最終学位 

 
 

 

図 1-5 属性情報 国家資格取得からの経過年数 
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表２ 業務内容 

 主とする就労先（回答数） 主とする就労先以外（回答数） 

①治療 1745 486 

②指導・介入 874 295 

③教育 679 210 

④出席・助言 259 159 

⑤その他 341 94 

合計 3898 1244 

 

表３ 対象者の年齢層 

 主とする就労先（回答数） 主とする就労先以外（回答数） 

①乳児期 196 66 

②幼児期 334 115 

③学童期 440 150 

④青年期 1120 317 

⑤壮年期 1173 339 

⑥老年期 1614 462 

合計 4877 1449 

 

表４ 業務内容と対象者の年齢層 

 主とする就労先 主とする就労先以外 

 治療 治療以外 治療＋ 

治療以外 

治療 治療以外 治療＋ 

治療以外 

こども 32 人 56 人 38 人 15 人 29 人 19 人 

青年・壮年期 79 人 259 人 74 人 33 人 76 人 28 人 

老年期 305 人 66 人 179 人 89 人 34 人 48 人 

 

表５ 対象者の容態 

 主とする就労先（回答数） 主とする就労先以外（回答数） 

①傷病者または障害者 1474 437 

②要介護者 1514 396 

③①、②以外の対象者 674 218 

合計 3662 1051 
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表６ 対象者の容態内訳 

 主とする就労先 主とする就労先以外 

①傷病者または障害者 332 人（14.8％） 140 人（20.4％） 

②要介護者 374 人（16.7％） 113 人（16.4％） 

①傷病者または障害者, ②要介護者 860 人（38.4％） 216 人（31.4％） 

③①、②以外の対象者 338 人（15.1％） 125 人（18.2％） 

①傷病者または障害者, ③①、②以外

の対象者 

56 人（2.5％） 26 人（3.8％） 

①傷病者または障害者, ②要介護者, 

③①、②以外の対象者 

226 人（10.1％） 55 人（8.0％） 

②要介護者, ③①、②以外の対象者 54 人（2.4％） 12 人（1.7％） 

合計 2240 人 687 人 

 

表７ 活動内容の抜粋 

 主とする就労先 主とする就労先以外 

こども ・保育園・幼稚園・学校等への巡回 

・小学校等でのケース会議・相談業務 

・小学校の補助業務 

・中学校での SOS を出すための授業 

・学校の部活動支援 

・児童生徒への支援・指導の補助 

・児童・保護者の相談対応 

・障害児等療育支援事業 

・育児、発達相談、支援 

・発達障害児の遊びの支援 

・特別支援教育関連の地域支援、助言 

・特別支援学校における担任および授業 

・学校教育法による自立活動の指導 

・教員などとの連携 

・保育士・障害児通所支援事業所スタッフへ

の助言 

・発達支援グループ企画運営 

・乳幼児健診後の遊びの教室運営 

・一時保護事業 

・保育所・子育て支援センターなどへの地域

支援事業 

・保育所・学校等訪問支援 

・個別・巡回相談療育 

・町村療育支援 

・乳幼児健診業務および健診後事後教室業

務 

・地域での親子ふれあい、運動遊び教室、口

育など生活につながる講座 
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・5 歳児健診、5 歳児相談 

・不登校児童の居場所事業所におけるこど

もたちの見守り、支援 

学生 ・大学・専門学校での教育業務 

・スクールカウンセリング 

・教育機関（通信制高等学校やフリースクー

ル）に対する障害理解を目的としたワーク

ショップ 

・学校の講師 

・学生相談室での相談員業務（大学院、大学、

専門学校の併設校） 

・看護学校での非常勤講師 

・スクールカウンセリング 

就労者 ・県から委託を受けた障害者職場定着にか

かるアドバイス業務 

・障害者雇用を行う企業向け支援業務 

・障害者雇用を検討する企業に向けた相談

や研修 

・障害者雇用普及のため企業訪問 

・産業精神保健に関する外部 EAP 業務 

・一般企業の障害者雇用担当として、手帳保

有者の作業面や体調面のサポート 

・特例子会社での就労定着支援、支援業務、

採用活動、広報活動 

・産業保健センターとの連携・相談 

・産業保健総合支援センターでの講師 

・障害者の就労支援事業者への助言 

高齢者 ・介護認定審査会 

・介護給付審査会 

・高齢者の健康維持向上 

・介護認定審査会 

地域 ・認知症カフェの運営・参加 

・若年性認知症カフェ支援 

・こども食堂の参加 

・断酒会とのイベント 

・地域の自立支援協議会や就労支援ネット

ワークへの参画 

・障害者自立協議会の運営を含む地域づく

り 

・被災者および支援者を対象とした地域支

援事業 

・保健行政業務 

・行政機関等から紹介された住民への健康

相談 

・地域住民への講義、地域への医療講演、市

・地域（地域、学校体育、スポーツ現場）の

障害予防指導 

・住民講座講師 

・民生委員、児童委員 

・地域のインクルーシブイベント企画 

・高次脳機能障害者に対する社会復帰支援 

・地域保健活動支援 

・地域権利擁護事業（主に知的、精神障害、

認知症） 

・発達障害児、者の就労体験 

・精神障害者のフットサル団体の管理・運営 
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民公開講座 

・障害者、または障害が疑われる方の相談支

援 

・圏域の高次脳機能障害相談会 

・地域の障害者スポーツ教室 

・健康教室の開催 

その他 ・司法精神科作業療法 

・研究活動 

・福祉用具・住宅改修・住環境整備等に関す

る相談 

・支援機器に関する研究業務 

・補装具・姿勢保持装置作製事業 

・福祉用具販売、貸与 

・介護ロボットの普及・相談・導入支援 

・企業のコンサルティング 

・障害認定審査会 

・障害者受給者判定会議 

・自動車学校にて、障害者への教習業務 

・企業との製品開発 

・刑務所での常勤作業療法士に対する指導 

・刑務所内高齢受刑者の身体機能維持・向上 

・受刑者への教育、心身機能へのアプローチ、

作業能力評価 

・研究活動、補助 

・住環境整備等に関する相談 

・福祉用具貸与、販売 

・障害区分審査会 

 

 

図２ 主とする就労先の現状 
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図３ 主とする就労先以外の現状 

 
 

 

表８ 現在の職務内容に国家資格は活かされているか 
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a) 十分に活用されている 1072 人（47.9％） 294 人（43.7％） 

b) ある程度活用されている 928 人（41.4％） 297 人（44.1％） 

c) どちらとも言えない 142 人（6.3％） 46 人（6.8％） 

d) あまり活用されていない 81 人（3.6％） 23 人（3.4％） 

e) まったく活用されていない 17 人（0.8％） 13 人（1.9％） 

合計 2240 人（100.0％） 673 人（100.0％） 
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図４ ①傷病者または障害者 and/or②要介護者を選択した群での現状（主とする就労先） 

 
 

 

図５ ③①、②以外の対象者を選択した群での現状（主とする就労先） 
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図６ ①傷病者または障害者 and/or②要介護者を選択した群での現状（主とする就労先以

外） 

 
 

 

図７ ③①、②以外の対象者を選択した群での現状（主とする就労先以外） 
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図８ ①傷病者または障害者 and/or②要介護者を選択した群と③①、②以外の対象者を選

択した群で、現在の職務内容に国家資格は活かされているかの比較（主とする就労先） 

 
 

 

図９ ①傷病者または障害者 and/or②要介護者を選択した群と③①、②以外の対象者を選

択した群で、現在の職務内容に国家資格は活かされているかの比較（主とする就労先以外） 
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令和 6 年 10 月 28 日 

 

一般社団法人日本作業療法士協会 

会員各位 

 

令和 6 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

医療関係職種の生涯活躍でき る 環境の整備のための研究（ 24IA2008）  

作業療法士 担当研究分担者 大庭 潤平 

（ 日本作業療法士協会 副会⾧ /団体推薦者）  

 

作業療法士の職域実態を把握する ための調査・ 研究遂行のご協力について（ ご依頼）  

 

謹啓 時下ま すま すご清祥のこ と と お慶び申し 上げま す。 平素よ り 本会活動にご理解ご協力を賜り 、

厚く 御礼申し 上げま す。  

さ て、 本会は厚生労働省医政局医事課の研究課題である 「 医療関係職種の生涯活躍でき る 環境の整備

のための研究（ 24IA2008） 」 について、 令和 6 年度から 令和 7 年度ま で、 専門と する 職種が社会で安心

し て活躍する ために取り 組む団体と し て調査研究にご協力する こ と と なり ま し た。  

こ の研究は、 厚生労働省において医療従事者等が生涯にわたって活躍でき る 環境を整備する ための基

礎情報と し て活用する こ と を目的と し ており 、 今後の対策が実態を 踏ま えたも のと なる よ う 取り 組ま れ

ていま す。  

つき ま し ては、 ご多用のと こ ろ恐れ入り ま すが、 別紙調査内容について、 会員の皆様の実態を下記

URL 又は QR コ ード よ り ご回答を お願いし たく 、 ご協力を 賜り ま すよ う 、 何卒お願い申し 上げま す。  

謹白 

記 

調査期間 ： 10 月 28 日（ 月） ～11 月 17 日（ 日）  

調査回答者 ： 会員（ 国内で勤務する 者に限る ）  

調査方法 ： Google フ ォ ーム（ 設問は計 22 問であり 、 回答は約 10 分です。 ）  

調査ページ ： URL https://form s.gle/H82cr8rtpRpCuyHBA 

 

以上 

                        

                       ＜調査内容に関する お問い合わせ先＞  

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 政策調査課  

板橋 匠美 itabashi-takum i@ jam t.or.jp  

                              

                   ＜その他お問い合わせ先＞  

一般社団法人日本作業療法士協会 事務局 

syokuikityosa@ jaot.or.jp 

 ＊お問い合わせはお電話ではなく メ ールにてお願いいたし ま す 
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（ 別紙） 調査内容 

1 

 

 

作業療法士における 

職域の実態を把握するための調査票 

 

 

 

●調査期間 ： 10 月 28 日（月）～11 月 17 日（日） 

●調査回答者 ： 会員（国内で勤務する者に限る） 
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（ 別紙） 調査内容 

2 

 

１． 属性情報について (計 5 問)  

設問 1: あなたに当てはまるものを選択ください。  

a) 年齢（①20 代、②30 代、③40 代、④50 代、⑤60 代以降）  

b) 性別（①男性、②女性、③無回答）  

c) 最終学歴（①2 年専門、②3 年制専門、③3 年制短大、④4 年制専門、⑤4 年制大学、 

⑥その他）  

d) 最終学位（①専門卒・短大卒、②学士、③修士、④博士）  

e) 国家資格取得からの経過年数  

（①5 年未満、②5 年以上～10 年未満、③10 年以上～15 年未満、  

④15 年以上～20 年未満、⑤20 年以上～25 年未満、⑥25 年以上～30 年未満、  

⑦30 年以上～35 年未満、⑧35 年以上～40 年未満、⑨40 年以上） 

  

２．現在の就労環境について （計 10 問）  

※主とする就労先での状況について、設問 2-1～2-4 にご記載ください。  

※2 か所以上の就労先がある方は、主たる就労先以外について、設問 3-1～3-4 にご記載く

ださい。  

注釈：「主たる就労先」とは、労働者が主に給与を得ている就労先を指し、労働者の総給与収

入において最も多くの割合を占める雇用先を意味します。  

 

設問 2-1: あなたが現在、主とする就労先での状況に当てはまるものを選択ください。  

※2 か所以上の勤務先がある方は、主たる就労先についてご記載ください。  

a) 主とする就労先の業態（選択式： ）  

※別紙２から選び、その 4 桁の番号を記載ください。  
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（ 別紙） 調査内容 

3 

 

  b)-1） 現在のご自身の業務内容（選択式： ）  

   ① 治療、② 指導・介入、③ 教育、④ 出席・助言、⑤ その他 

備考）②は治療以外の間接的対応など、③は人材育成や講演活動など、④は各種会議 や

事業等の構成員としての活動を想定 

b）-2） b）-１）の対象者  

1）性 別: ① 男性、② 女性、③ 性別で区別していない 

2）年齢層：① 乳児期、② 幼児期、③ 学童期、④ 青年期、⑤ 壮年期、⑥ 老年期  

3）容態：① 傷病者または障害者  

① -a 循環器系、b 呼吸器系、c 消化器系、d 内分泌代謝系、  

e 神経系、f 生殖・泌尿器系、g 運動器系、h 皮膚系、  

i 耳鼻咽喉系、j 眼科系、k 婦人科系、l 小児科系、m その他  

② 要介護者  

③  ①、②以外の対象者  

備考）要介護者の定義：身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等

の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定め

る期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の

必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分（要介護状態区分）のいずれかに該

当するもの（要支援状態に該当するものを除く。）をいう。（介護保険法第 7 条第 1 項

より）  

 

4）活動内容 （記載例）   ① 作業療法士の現場業務 

② リハビリテーション部門の管理業務  

③ 地域支援事業、介護予防教室  

④ ○○会議への出席 など  

 

ｃ) 勤務先の所在都道府県（記述： ）  

ｄ） 勤務先での職種 

（①専門職（技術職）、②事務職、③営業職、④教育職、⑤研究職、⑥行政職、 

⑦個人事業主、⑧その他）  
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ｅ）勤務先におけるあなたの役職  

（①代表（社長、院長等）、②上級職（部長、部長代理等）、③中級職（課長、係長等）、  

④ 一般職（主任、一般社員等）、⑤その他（非常勤社員、派遣社員等）） 

 

設問 2-2: あなたが現在、主とする就労先での以下の状況を教えてください。回答形式：5 択（未

記入可）  

a) 給与・福利厚生 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

b) 労働時間 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

c) 職場の雰囲気・人間関係 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

d) 職業の安定性 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

e) 仕事の内容・やりがい （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

f) 仕事上での裁量権 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

g) 入職時の教育体制 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

h) 昇進後の教育体制 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

i） 職能を高める教育体制 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

 

設問 2-3: あなたの国家資格は現在の職務内容に活かされていますか。回答形式：5 択  

a) 十分に活用されている  

b) ある程度活用されている  

c) どちらとも言えない  

c) あまり活用されていない  

d) まったく活用されていない  

 

設問 2-4: 現在の職務内容は、あなたの職能としての経歴・経験になりますか。回答形式：5 択  

a) 非常になる  

b) ある程度なる  

c) どちらとも言えない 
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c) あまりならない  

d) まったくならない 

 

設問 2-5: 現在の職務内容は、今後も転職せずに働き続けようと思えますか。回答形式：5 択  

a) 十分に思う  

b) ある程度思う  

c) どちらとも言えない  

d) あまり思わない  

e) まったく思わない  

 

設問 3-1: あなたが現在、主とする就労先以外での状況に当てはまるものを選択ください。  

※2 か所以上の勤務先がある方は、主とする就労先以外についてご記載ください。  

a) 主とする就労先以外の業態（選択式： ）  

※別紙２から選び、その 4 桁の番号を記載ください。  

 

b）-1） ①治療、② 指導、③ 教育、④ 出席・助言、⑤ その他  

備考）②は施術以外の間接的対応など、③は人材育成や講演活動など、④は各種会議

や事業等の構成員としての活動を想定  

 

b）-2） b)-1)の対象者  

1）性別：① 男性、② 女性、③ 性別で区別していない  

2）年齢層：① 乳児期、② 幼児期、③ 学童期、④ 青年期、⑤ 壮年期、⑥ 老年期  

3）容態：① 傷病者または障害者  

① -a 循環器系、b 呼吸器系、c 消化器系、d 内分泌代謝系、  

e 神経系、f 生殖・泌尿器系、g 運動器系、h 皮膚系、  

i 耳鼻咽喉系、j 眼科系、k 婦人科系、l 小児科系、m その他  
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② 要介護者  

③ ①、②以外の対象者 

 

備考）要介護者の定義：身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の

日常 生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間

にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度

に応じて厚生労働省令で定める区分（要介護状態区分）のいずれかに該当するもの（要支

援状態に該当するものを除く。）をいう。（介護保険法第 7 条第 1 項より）  

 

4）活動内容 （記載例） ①作業療法士の現場業務 

②リハビリテーション部門の管理業務 

③地域支援事業、介護予防教室 

④○○会議への出席 など   

 

ｃ) 勤務先の所在都道府県（記述： ）  

ｄ） 勤務先での職種 

（①専門職（技術職）、②事務職、③営業職、④教育職、⑤研究職、⑥行政職、⑦個人事

業主、⑧その他）  

ｅ）勤務先におけるあなたの役職  

（①代表（社長、院長等）、②上級職（部長、部長代理等）、③中級職（課長、係長等）、  

② 一般職（主任、一般社員等）、⑤その他（非常勤社員、派遣社員等）） 

 

設問 3-2: あなたが現在、主とする就労先以外での以下の状況を教えてください。回答形式：5 択

（未記入可）  

a) 給与・福利厚生 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

b) 労働時間 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

c) 職場の雰囲気・人間関係 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

d) 職業の安定性 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

e) 仕事の内容・やりがい （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

    -27-
  （Ⅱ-2）



（ 別紙） 調査内容 

7 

 

f) 仕事上での裁量権 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

g) 入職時の教育体制 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

h) 昇進後の教育体制 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

i） 職能を高める教育体制 （不満← 1・2・3・4・5 →満足）  

 

設問 3-3: あなたの国家資格は現在の職務内容に活かされていますか。回答形式：5 択  

a) 十分に活用されている  

b) ある程度活用されている  

c) どちらとも言えない  

c) あまり活用されていない  

d) まったく活用されていない 

 

設問 3-4: 現在の職務内容は、あなたの職能としての経歴・経験になりますか。回答形式：5 択  

a) 非常になる  

b) ある程度なる  

c) どちらとも言えない 

c) あまりならない  

d) まったくならない 

 

設問 3-5: 現在の職務内容は、今後も転職せずに働き続けようと思えますか。回答形式：5 択  

a) 十分に思う  

b) ある程度思う  

c) どちらとも言えない  

d) あまり思わない  

e) まったく思わない  

以上 
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大分類 中分類 小分類 細分類（ 選択肢） ※4 桁の番号を記載

8300 主と し て管理事務を行う 本社等

8309 その他の管理、 補助的経済活動を行う 事業所

8311 一般病院

8312 精神科病院

8321 有床診療所

8322 無床診療所

8341 助産所

8342 看護業

8351 あん摩マッ サージ指圧師・ はり 師・ き ゅ う 師・ 柔道整復師の施術所

8352 療術業

836  医療に附帯する サービ ス 業 8369 その他の医療に附帯する サービス 業

8400 主と し て管理事務を行う 本社等

8409 その他の管理、 補助的経済活動を行う 事業所

841  保健所 8411 保健所

8422 精神保健相談施設

8423 母子健康相談施設

8429 その他の健康相談施設

8491 検疫所（ 動物検疫所、 植物防疫所を除く ）

8492 検査業

8499 他に分類さ れない保健衛生

8500 主と し て管理事務を行う 本社等

8509 その他の管理、 補助的経済活動を行う 事業所

851  社会保険事業団体 8511 社会保険事業団体

852  福祉事務所 8521 福祉事務所

8531 保育所

8539 その他の児童福祉事業

8541 特別養護老人ホーム

8542 介護老人保健施設

8543 介護医療院

8544 通所・ 短期入所介護事業

8545 訪問介護事業

8546 認知症老人グループホーム

8547 有料老人ホーム

8549 その他の老人福祉・ 介護事業

8551 居住支援事業

8559 その他の障害者福祉事業

8591 更生保護事業

8599 他に分類さ れない社会保険・ 社会福祉・ 介護事業

0101 児童発達支援

0102 医療型児童発達支援

0103 放課後等デイ サービス

0104 保育所等訪問支援

0105 助産施設

0106 乳児院

0107 母子生活支援施設

0108 保育所

0109 幼保連携型認定こ ど も 園

0110 児童厚生施設（ 児童遊園、 児童館等）

0111 児童養護施設

0112 障害児入所施設

0113 児童発達支援センタ ー

0114 情緒障害児短期治療施設

0115 児童自立支援施設

0116 児童家庭支援センタ ー

0117 自立援助ホーム

0118 学童保育（ 放課後ク ラ ブ）

0201 障害福祉サービス 事業所

0202 障害者支援施設

0203 相談支援事業所

0204 基幹相談支援センタ ー

0205 地域活動支援センタ ー

0206 福祉ホーム

03身体障害者福祉法関連施設 0301 身体障害者福祉センタ ー

04精神保健福祉法関連施設 0401 精神障害者社会復帰促進センタ ー

05障害者虐待防止法関連施設 0501 市町村障害者虐待防止センタ ー

06発達障害者支援法関連施設 0601 発達障害者支援センタ ー

0701 障害者就業・ 生活支援センタ ー

0702 障害者職業センタ ー

08厚生労働省設置法

法律関連施設

0801 ハロ ーワ ーク

10その他 1001その他

別紙２ 【 作業療法士】 　 ※総務省（ 日本標準作業分類　 令和5年7月告示よ り 抜粋, 一部追加）

854 老人福祉・ 介護事業

855  障害者福祉事業

859  その他の社会保険・ 社会福祉・ 介護

事業

８ ５  社会保険・ 社会福祉・ 介護

事業

８ ４  保健衛生
842  健康相談施設

849  その他の保健衛生

850  管理、 補助的経済活動を行う 事業所

（ 85社会保険・ 社会福祉・ 介護事業）

840  管理、 補助的経済活動を行う 事業所

（ 84保健衛生）

853  児童福祉事業

830  管理、 補助的経済活動を行う 事業所

（ 83医療業）

831  病 院

832  一般診療所

834  助産・ 看護業

835  施術業

03障害関連施設※

Ｐ  医療、 福祉

８ ３  医療業

01児童福祉法関連施設

02障害者総合支援法関連施設

07障害者雇用促進法関連施設

1 / 3 ページ
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大分類 中分類 小分類 細分類（ 選択肢） ※4 桁の番号を記載

811 幼稚園 8111 幼稚園

812  小学校 8121 小学校

8131 中学校

8132 義務教育学校

8141 高等学校

8142 中等教育学校

815  特別支援学校 8151 特別支援学校

8161 大学

8162 短期大学

8163 高等専門学校

8171 専修学校

8172 各種学校

818  学校教育支援機関 8181 高等教育機関の支援機関

819  幼保連携型認定こ ど も 園 8191 幼保連携型認定こ ど も 園

8221 職員教育施設・ 支援業

8222 職業訓練施設

8229 その他の職業・ 教育支援施設

823  学習塾 8231 学習塾

8245 外国語会話教授業

8246 ス ポーツ ・ 健康教授業

8249 その他の教養・ 技能教授業

829  他に分類さ れない教育、 学習支援業 8299 他に分類さ れない教育、 学習支援業

2734 精密測定器製造業

2735 分析機器製造業

2736 試験機製造業

2737 測量機械器具製造業

2738 理化学機械器具製造業

2739 その他の計量器・ 測定器・ 分析機器・ 試験機・ 測量機械器具・ 理化学機械器具製造業

2741 医療用機械器具製造業

2743 医療用品製造業（ 動物用医療機械器具を含む）

３ ２  その他の製造業 329 他に分類さ れない製造業 3299 他に分類さ れないその他の製造業

G 情報通信業 4000 主と し て管理事務を行う 本社等

4009 その他の管理、 補助的経済活動を行う 事業所

4011 ポータ ルサイ ト ・ サーバ運営業

4012 アプリ ケーショ ン・ サービ ス ・ コ ンテンツ ・ プロ バイ ダ

4013 イ ンタ ーネッ ト 利用サポート 業

4111 映画・ ビデオ制作業（ テレ ビジョ ン番組制作業、 アニメ ーショ ン制作業を除く ）

4112 テレ ビジョ ン番組制作業（ アニメ ーショ ン制作業を 除く ）

4113 アニメ ーショ ン制作業

4114 映画・ ビデオ・ テレ ビジョ ン番組配給業

413  新聞業 4131 新聞業

414  出版業 4141 出版業

415  広告制作業 4151 広告制作業

4161 ニュ ース 供給業

4169 その他の映像・ 音声・ 文字情報制作に附帯する サービス 業

5131 寝具類卸売業

5132 靴・ 履物卸売業

5133 かばん・ 袋物卸売業

5139 その他の身の回り 品卸売業

552  医薬品・ 化粧品等卸売業 5522 医療用品卸売業

5593 ス ポーツ 用品卸売業

5594 娯楽用品・ がん具卸売業

5597 書籍・ 雑誌卸売業

5599 他に分類さ れないその他の卸売業

6700 主と し て管理事務を行う 本社等

6709 その他の管理、 補助的経済活動を行う 事業所

6711 生命保険業（ 郵便保険業、 生命保険再保険業を除く ）

6712 郵便保険業

6713 生命保険再保険業

6719 その他の生命保険業

6721 損害保険業（ 損害保険再保険業を除く ）

6722 損害保険再保険業

6729 その他の損害保険業

675  保険サービス 業 6759 その他の保険サービス 業

7000 主と し て管理事務を行う 本社等

7009 その他の管理、 補助的経済活動を行う 事業所

7011 総合リ ース 業

7019 その他の各種物品賃貸業

705  ス ポーツ ・ 娯楽用品賃貸業 7051 ス ポーツ ・ 娯楽用品賃貸業

709  その他の物品賃貸業 7099 他に分類さ れない物品賃貸業

700  管理、 補助的経済活動を行う 事業所

（ 70物品賃貸業）

401  イ ンタ ーネッ ト 附随サービス 業

411  映像情報制作・ 配給業

416  映像・ 音声・ 文字情報制作に附帯す

る サービス 業

824  教養・ 技能教授業

813  中学校、 義務教育学校

814  高等学校、 中等教育学校

816  高等教育機関

817  専修学校、 各種学校

822  職業・ 教育支援施設

273  計量器・ 測定器・ 分析機器・ 試験

機・ 測量機械器具・ 理化学機械器具製造業

274  医療用機械器具・ 医療用品製造業

２ ７  業務用機械器具製造業

４ １  映像・ 音声・ 文字情報制作

業

701  各種物品賃貸業
７ ０  物品賃貸業

670  管理、 補助的経済活動を行う 事業所

（ 67保険業）

671  生命保険業

672  損害保険業

559  他に分類さ れない卸売業

400  管理、 補助的経済活動を行う 事業所

（ 40イ ンタ ーネッ ト 附随サービス 業）

Ｉ  卸売業、 小売業

Ｊ  金融業、 保険業
６ ７  保険業（ 保険媒介代理業、

保険サービス 業を含む）

513  身の回り 品卸売業５ １  繊維・ 衣服等卸売業

５ ５  その他の卸売業

８ １  学校教育

４ ０  イ ンタ ーネッ ト 附随サービ

ス 業

E　 製造業

８ ２  その他の教育、 学習支援業

Ｏ  教育、 学習支援業

Ｋ  不動産業、 物品賃貸業
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大分類 中分類 小分類 細分類（ 選択肢） ※4 桁の番号を記載

710 管理、 補助的経済活動を行う 事業所

（ 71学術・ 開発研究機関）
7101 管理、 補助的経済活動を行う 事業所

7111 理学研究所

7112 工学研究所

7113 農学研究所

7114 医学・ 薬学研究所

712  人文・ 社会科学研究所 7121 人文・ 社会科学研究所

7281 経営コ ンサルタ ント 業

7282 純粋持株会社

７ 3 広告業 731 広告業 7311 広告業

７ ４  技術サービ ス 業（ 他に分類

さ れないも の）
741  獣医業 7411 獣医業

783  美容業 7831 美容業

789  その他の洗濯・ 理容・ 美容・ 浴場業 7893 リ ラ ク ゼーショ ン業（ 手技を用いる も ので医業類似行為を除く ）

7911 旅行業（ 旅行業者代理業を 除く ）

7912 旅行業者代理業

8041 ス ポーツ 施設提供業（ 別掲を除く ）

8048 フ ィ ッ ト ネス ク ラ ブ

8096 娯楽に附帯する サービス 業

8099 他に分類さ れない娯楽業

9100 主と し て管理事務を行う 本社等

9109 その他の管理、 補助的経済活動を行う 事業所

911  職業紹介業 9111 職業紹介業

912  労働者派遣業 9121 労働者派遣業

9311 実業団体

9312 同業団体

932  労働団体 9321 労働団体

9331 学術団体

9332 文化団体

934  政治団体 9341 政治団体

939  他に分類さ れない非営利的団体 9399 他に分類さ れない非営利的団体

971  立法機関 9711 立法機関

972  司法機関 9721 司法機関

973  行政機関 9731 行政機関

981  都道府県の機関 9811 都道府県の機関

982  市町村の機関 9821 市町村の機関

Ｔ  分類不能の産業 ９ ９  分類不能の産業 999  分類不能の産業 9999 分類不能の産業

Ｒ  サービス 業（ 他に分類さ れな

いも の）

９ １  職業紹介・ 労働者派遣業

９ ３  政治・ 経済・ 文化団体

910  管理、 補助的経済活動を行う 事業所

（ 91職業紹介・ 労働者派遣業）

931  経済団体

933  学術・ 文化団体

809  その他の娯楽業

７ ８  洗濯・ 理容・ 美容・ 浴場業

７ ９  その他の生活関連サービ ス

業

８ ０  娯楽業

791  旅行業

804  ス ポーツ 施設提供業

728  経営コ ンサルタ ント 業、 純粋持株会

社

711  自然科学研究所

Ｌ  学術研究、 専門・ 技術サービ

ス 業

７ １  学術・ 開発研究機関

Ｓ  公務（ 他に分類さ れる も のを

除く ）

９ ７  国家公務

９ ８  地方公務

Ｎ  生活関連サービス 業、 娯楽業
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行政計

画の策

定（障害

者福祉

計画、

障害児

福祉計

画・障害

者計画

など）

障害者

自立支

援協議

会や部

会（都道

府県）

障害者

自立支

援協議

会や部

会（市区

町村）

障害者

支援区

分審査

会等

不服審

査会

認定調

査

地域ケ

ア会議

の助言

等

その他

の行政

会議

地域づく

り活動

（ボラン

ティア・

市民活

動団体

等）

その他

系列1 30 13 76 23 1 8 32 28 53 47
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